
宗
祖
と
『扶
桑
略
記
」

研
究

ノ
ー
ト

ウボ
祖

と

『
扶

桑

略

記
』

一

日
蓮
聖
人
御
遺
文
に
つ
い
て
の
諸
先
学
の
研
究
を
み
る
時
、
そ
の
御
遺
文

（以
下
遺
文
と
略
称
す
る
）
の
内
容
を
教
学
的
に
解
釈

・
解
説

す
る
と
い
う
方
面
の
研
究
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
が
、
遺
文
を
文
献
資
料
と
し
て
多
方
面
か
ら
分
析
す
る
と
い
う
研
究
は
、
最
近
に

な
っ
て
盛
ん
に
な
り
始
め
た
観
が
あ
る
。

遺
文
を
文
献
資
料
と
し
て
扱
う
に
つ
い
て
は
、
そ
の
遺
文
の
系
年

・
真
偽
等
、
前
提
と
な
る
検
討
事
項
が
多
く
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
此

の
方
面
に
於
け
る
研
究
を
困
難
に
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

宗
祖
が
文
を
成
さ
れ
る
に
つ
い
て
、
多
く
の
先
行
文
献
を
参
考
に
し
、
ま
た
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
更
に
一
歩
進
ん
で
宗
祖
が
日
常
ど
の
よ
う
な
文
献
を
座
右
に
置
か
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
一
層
困
難
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
種
の
研
究
の
一
つ
と
し
て
、
小
泉
弘
氏
が
日
蓮
門
下
寺
院
に
伝
わ
る
写
本
等
を
検
討
さ
れ
た
結
果
、

『宝
物
集
』
が
宗
祖

の
身
辺
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
考
察
を
さ
れ
、
現
存
遺
文
中
に
、

『宝
物
集
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ

/Jヽ

西

徹

龍
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れ
た
。
た
だ
同
氏
の
研
究
は
、

『宝
物
集
』
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
り
、

『宝
物
集
』
と
遺
文
と
の
関
係
に
つ
い
て
特
に
焦
点
を
あ
て
た

検
討
で
は
な
い
た
め
、
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二

例
え
ば
小
泉
氏
は
、

『日
蓮
遺
文
』
と
『宝
物
集
』
の
同
類
記
事
を
多
数
掲
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
、

「諌
暁ヽ
気
幡
抄
」
に
み
え

る
『扶
桑
略
記
』
引
用
の
文
に
つ
い
て
、
次
掲
の
よ
う
な
『宝
物
集
』
の
文
を
同
類
の
も
の
と
し
て
掲
げ
て
お
ら
れ
る
。

「諌
暁
八
幡
抄
」

故
に
扶
桑
記
云
　
又
伝
教
大
師
奉
二為
八
幡
大
菩
薩
一於
二神
宮
寺
一自
講
二法
華
経
一。
乃
聞
党
大
神
託
宣
　
我
不
レ聞
二法
音
一久
歴
二歳

年
一。
幸
値
二遇
和
尚
一得
レ間
二正
教
一。
兼
為
レ我
修
二種
種
功
徳
一。
至
誠
随
喜
。
何
足
レ謝
レ徳
実
。
兼
有
二我
所
持
法
衣
一。
即
託
宣
主

自
開
二宝
殿
一手
捧
二紫
袈
裟

一
・
紫
衣

一
一。
奉
二上
和
尚
一。　
大
悲
力
故
幸
重
二納
受
一。　
是
時
祢
宣
祝
等
各
歎
異
云
元
来
不
レ見
二不
レ

間
三如
レ是
奇
事
一哉
。
此
大
神
所
レ施
法
衣
今
在
二山
二
院
一也
ξ
。

『宝
物
集
』

仏
の
よ
ろ
こ
び
給
ふ
の
み
に
も
あ
ら
ず
、
神
明
も
随
喜
し
給
へ
り
。
伝
教
大
師
、
宇
佐
の
宮
に
て
講
読
せ
し
か
ば
、
八
幡
大
ぼ
さ
つ
、

む
ら
さ
き
の
衣
を
布
施
に
し
た
ま
ひ
き
。

両
記
事
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
た
め
同
類
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
問
題
は
な
い
が
、
同
氏
は
宗
祖
が

『宝
物
集
』
を
身
辺
に
置
か
れ
て

い
た
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
観
点
か
ら
み
る
と

「諌
暁
八
幡
抄
」
の
記
事
も

『宝
物
集
』
を
参
考
に
し
て
成
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
両
者
を
比
較
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
記
事
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
が
、
遺
文
は

『扶
桑
略
記
』
を
資

宗
祖
と
『扶
桑
略
記
』
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料
と
し
て
全
文
引
用
し
た
の
に
対
し
て

『
宝
物
集
』
は
、
そ
の
資
料
の
意
訳ヽ
宅
し
た
形
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

集
』
よ
り

『扶
桑
略
記
』
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『扶
桑
略
記
』
に
′
い
て
は
別
稿
に
お
い
て
述
べ
た
の
で
重
複
す
る
こ
と
は
さ
け
る
が
、
遺
文
中
に
『扶
桑
略
記
』

が
い
く
つ
か
見
ら
れ
懲

そ
の
た
め
前
稿
に
お
い
て
は
仏
教
伝
来
の
記
事
を
中
心
と
し
て
、
歴
史
的
な
記
述
の
際
に
は

参
考
に
さ
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
も
う
一
度
、
別
の
資
料
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

三

例
え
ば
遺
文
中
か
ら

「
聖
徳
太
子
」
の
行
跡
に
つ
い
て
記
し
た
記
事
を
抽
出
し
て
み
る
と
、
大
体
次
の
よ
う
に
分
け
る
こ
と
が
出
来

フ
０
。

一
、
仏
法
弘
通
に
力
を
尽
し
た
記
事

（例
）
日
本
に
は
神
武
天
王
よ
り
は
第
二
十
代
、
欽
明
天
王
の
御
宇
な
り
。
欽
明
の
御
子
、
用
明

の
太
子
に
上
宮
王
子
仏
法
を
弘
通
し

給
の
み
な
ら
ず
、
並
に
法
華
経

・
浄
名
経

・
勝
髪
経
を
鎮
護
国
家
の
法
と
定
さ
せ
給
ぬ
。
（撰
時
抄

昭
定
一
〇
一
四
頁
）

類
文
　
同

一
一
六
三

・
一
二
〇
七

・
一
五
二
九

・
一
五
七
八

・
一
六
三
〇

・
二
〇
〇
六
頁

二
、
仏
教
受
容
に
つ
い
て
守
屋
と
対
立
し
た
記
事

（例
）
後
漢
明
帝
者
悟
二金
人
之
夢
一得
二自
馬
之
教
一上
宮
太
子
者
誅
二守
屋
之
逆
一成
二寺
塔
之
構
一。
（立
正
安
国
論

昭
定
二
〓
二
頁
）

類
文
　
同
三
二
五

・
四
二
八

ｏ
五
九
九

・
九
四
五

。
一
三
八
〇

・
一
四
五
九

ｏ
一
五
二
一
。
一
六
五
九

・
一
六
八
三
頁

ョ
、
崇
峻
天
皇
の
相
を
占
っ
た
記
事

（例
）
人
王
第
二
十
二
代
の
皇
に
て
を
は
せ
し
が
聖
徳
太
子
を
召
て
勅
宣
下
。
汝
は
聖
者
の
者
と
聞
く
。
朕
を
相
し
て
ま
い
ら
せ
よ
と

こ
の
場
合

『
宝
物

を
引
用
し
た
箇
所

『扶
桑
略
記
』
を
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ξ
。
太
子
三
度
ま
で
辞
退
申
さ
せ
給
し
か
ど
も
、
頻
の
勅
宣
な
れ
ば
止
が
た
く
し
て
、
敬
て
相
し
ま
い
ら
せ
給
。
君
は
人
に
殺
さ

れ
給
べ
き
相
ま
し
ま
す
と
。
王
の
御
気
色
か
は
ら
せ
給
て
、
な
に
と
云
証
拠
を
以
て
此
事
を
信
ず
べ
き
。
太
子
申
さ
せ
給
は
く
、

御
眼
に
赤
き
筋
と
を
り
て
候
。
人
に
あ
だ
ま
る
ゝ
相
也
。
（崇
峻
天
皇
御
書

昭
定
一
二
九
六
頁
）

四
、
太
子
が
南
岳
恵
思
禅
師
の
後
身
で
あ
る
と
す
る
記
事

（例
）　
　
　
　
　
　
　
「
―
厩

′ヽ
戸
王
子
―
造ル
一̈四
天
王
寺フ
一

第
二
十
二
用
明
―
聖
徳
太
子
用
明
の
御
子
也

Ｆ
Ｉ
上
宮
太
子
切
リ
ニ守
屋
フ
一立
ッ
二
四
十
九
院
ラ
・

南
岳
大
師
後
身
也
。
救
世
観
音
重
述
也
。

（和
漢
王
代
記
　
昭
定
二
二
五
一
頁
）

類
文
　
同
二
三
四
六

ｏ
二
四
九
六

ｏ
二
五
二
九
頁

五
、
四
天
王
寺
の
本
尊
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
記
事

（例
）
上
宮
太
子
仏
法
最
初
の
寺
と
号
し
て
四
天
王
寺
を
造
立
せ
し
か
ど
も
、
阿
弥
陀
仏
を
本
尊
と
し
て
脇
士
に
は
観
音
等
四
天
王
を
造

り
副
た
り
。
（四
菩
薩
造
立
紗
　
昭
定
一
六
四
七
頁
）

類
文
　
同
七
二
〇
頁

六
、
仏
法
弘
通
に
身
を
捨
て
た
記
事

（例
）
夫
釈
尊
は
娑
婆
に
入
り
。
羅
什
は
秦
に
入
り
。
伝
教
戸
那
に
入
。
提
婆
師
子
は
身
を
す
つ
。
薬
王
は
膏
を
や
く
。
上
宮
は
手
の
皮

を
は
ぐ
。
釈
迦
菩
薩
は
肉
を
う
る
。

（開
目
抄

昭
定
一ハ
〇
九
頁
）

宗
祖
と
『扶
桑
略
記
』
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類
文
　
同

一
二
六
二
頁

七
、
太
子
伝
を
引
用
し
た
記
事

（例
）
聖
徳
太
子
記
云
　
我
滅
度
後
経
ｉ
一百
余
年
一山
城
国
可
レ
立
二平
安
城
一

（安
国
論
御
勘
由
来

昭
定
四
壬
二
頁
）

類
文
　
同
六
八

一
頁

八
、
太
子
を
偉
人
と
す
る
伝
承
記
事

④
　
日
本
の
聖
徳
太
子
は
人
王
第
二
十
二
代
用
明
天
皇
の
御
子
な
り
。
御
年
六
歳
の
時
、
百
済

◆
高
麗

・
唐
土
よ
り
老
人
ど
も
の
わ
た

り
た
り
し
を
、
六
歳
の
太
子
我
弟
子
な
り
と
を
ほ
せ
あ
り
し
か
ば
、
彼
老
人
ど
も
又
合
掌
し
て
我
師
な
り
等
ξ
。
不
思
議
な
り
し

事
な
り
。

（開
目
砂

昭
定
五
七
四
頁
）

０
　
用
明
天
王
の
御
子
聖
徳
太
子
と
申
せ
し
人
、
び
だ
つ

（敏
達
）
二
年
二
月
十
五
日
、
東
に
向
て
南
無
釈
迦
牟
尼
仏
と
唱
て
御
舎
利

を
御
手
よ
り
出
し
給
て
、
同
六
年
に
法
華
経
を
読
誦
し
給
ふ
。

（中
興
入
道
御
消
息
　
昭
定
一
七
〓
二
頁
）

さ
て
以
上
の
記
事
を
試
み
に
『扶
桑
略
記
』
と
『宝
物
集
』
の
両
書
と
比
較
し
て
み
る
と
、　
一
の
仏
法
弘
通
た
二
の
守
屋
討
伐
に
つ
い

て
は
『扶
桑
略
記
』
に
あ
る
仏
教
伝
来
の
事
情
に
つ
い
て
述
べ
て
あ
る
所
を
参
考
に
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
唄
、
三
に
つ
い
て
も
同
様

の
記
事
が

『
扶
桑
略
記
』
崇
峻
天
皇
条
に
み
え
る
。
四
の
太
子
が
恵
思
禅
師
の
後
身
で
あ
る
と
す
る
説
は
古
く
か
ら
脇
っ
た
よ
う
で
ぁ
る

刹
、
こ
れ
に
つ
い
て
も

『扶
桑
略
記
』
敏
達
天
渥
六
年
六
月
条
や
推
古
天
皇
十
五
年
五
月
条
以
下
に
関
連
記
事
が
あ
る
。
五

・
六
れ
七
に

つ
い
て
は
両
書
共
に
関
係
す
る
記
事
は
み
え
な
い
。
八
の
０
に
つ
い
て
は

『扶
桑
略
記
』
敏
達
天
皇
六
年
十
月
条
と
同
十
二
年
条
に
、
０

に
つ
い
て
は
同
書
敏
達
天
皇
二
年
条
に
同
類
の
記
事
が
み
え
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
聖
徳
太
子
に
関
す
る
遺
文
に
つ
い
て
も

『
扶
桑
略
記
』
を
参
照
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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四

前
項
の
よ
う
に
遺
文
に
つ
い
て
み
る
と
き
、

『扶
桑
略
記
』
を
参
照
さ
れ
た
場
合
の
あ
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
同

時
に
小
泉
氏
の
研
究
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
遺
文
と

『
宝
物
集
』
の
一
致
す
る
箇
所
も
多
く
あ
る
。
勿
論
、
宗
祖
が
他
の
参
考
文
献
を
見

ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
明
ら
か
な
書
名
が
出
て
い
な
い
現
在
で
は
、
説
話
的
な
面
は

『
宝
物
集
』
を
、
仏
教
史
的
な
面
は

『扶
桑
略

記
』
を
参
照
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
と
、
『
宝
物
集
』
と
同
様
に

『扶
桑

略
記
』
も
宗
祖
の
身
辺
に
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

〔註
〕

①
　
小
泉
弘
編

『古
紗
本
宝
物
集
』
研
究
篇

（昭
和
四
十
八
年
　
角
川
書
店
）
一
八
五
頁
以
下
参
照
。
ま
た
同
氏
編

『宝
物
集
∧
中
世
古
写
本
三
種
∨
』

（昭
和
四
十
六
年
　
古
典
文
庫
）
二
七
二
頁
以
下
参
照
。

註
①
引
用
書
研
究
篇
二
〇
六
頁
。

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』

（立
正
大
学
編
）

一
八
二
五
頁
。
以
下
本
文
中
で
は
昭
定
と
略
称
す
る
。

吉
田
幸

一
・
小
泉
弘
共
編

『
宝
物
集
　
九
冊
本
』

（昭
和
四
十
四
年
　
古
典
文
庫
）
四

一
六
頁
。

註
①
引
用
書
研
究
篇

一
九
六
頁
に

「
日
蓮
の
座
右
に
は
、
第
二
種
本
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
一
巻
本
も
ま
た
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
略
断
言
し
て

も
よ
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
」
と
あ
る
。

拙
稿

「扶
桑
略
記
に
関
す
る

一
考
察
―
日
蓮
聖
人
御
遺
文
と
関
連
し
て
―
」

（関
西
学
院
史
学
第
十
五
号
　
昭
和
四
十
九
年
）
参
照
。

註
③
引
用
拙
稿
参
照
。

註
０
引
用
拙
稿
五
四
頁
以
下
参
照
。

崇
峻
天
皇
元
年
条

（新
訂
増
補
国
史
大
系
本

『扶
桑
略
記
』
。
以
下
の
引
用
は
い
ず
れ
も
同
書
に
よ
る
）

同
冬
。
天
皇
召
二厩
戸
皇
子
一日
。
汝
有
二神
意
一。
複
能
相
レ人
。
宜
レ相
二朕
鉢
一。
皇
子
奏
言
。
陛
下
玉
鉢
。
実
有
二仁
君
相
一。
然
恐
非
命
惣
至
。
伏

請
。
能
守
二左
右
一。
勿
レ容
二奸
客
一。
天
皇
間
言
。
何
以
知
レ之
。
皇
子
答
日
。
赤
文
貫
二眸
子
一。
是
為
二傷
害
相
一。
天
皇
引
レ鏡
窺
レ之
。
太
驚
。

宗
祖
と

『
扶
桑
略
記
』

(9)(8)(7)(6)  (5)(4)(3)(2)
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宗
祖
と

『
扶
桑
略
記
』

○
後
略林

幹
弥

『
太
子
信
仰
―
そ
の
発
生
と
発
展
―
』
（昭
和
四
十
七
年
　
評
論
社
と
量
ハ
頁
に
淡
海
三
船
の
詩
中
に
こ
の
思
想
が
出
て
い
る
こ
と
を
掲
げ
て

い
る
。ま
た
坂
本
太
郎
「
日
本
書
紀
と
聖
徳
太
子
の
伝
記
」
（仏
教
史
研
究
第
五
号
　
昭
和
四
十
六
年
）
に
も
、太
子
の
恵
思
後
身
説
に
つ
い
て
み
え
る
。

敏
達
天
皇
六
年
条

六
月
廿
二
日
。
相
二当
陳
大
建
九
年
。
南
岳
思
大
師
入
寂
之
日
一也
。
由
二霊
応
伝
第
四
巻
之
文
一。
引
二合
和
漢
年
代
暦
一計
レ之
也
。

私
云
。
今
案
。
聖
徳
太
子
。
是
南
岳
大
師
後
身
也
。
豊
真
和
尚
云
。
聞
。
南
岳
思
禅
師
遷
化
之
後
。
託
二生
倭
国
王
子
一。
興
二隆
仏
法
一。
済
三度
衆

生
一。
倭
国
王
子
者
。
聖
徳
太
子
也
。
Ю
後

推
古
天
皇
十
五
年
条
。

秋
七
月
。
妹
子
遣
二於
大
唐
一。
随
中
　
妹
子
到
レ彼
。
問
二彼
土
人
一。
遂
届
二衡
山
一。
如
二太
子
命
一。
入
レ自
二南
渓
一。
比
レ至
二門
側
一。
有
・■
沙

弥
一。
在
二門
之
内
一。
唱
云
。
思
禅
師
使
人
到
来
。
有
・■

老
僧
一。
策
レ杖
而
出
。
又
有
■
一老
僧
一。
相
続
而
出
。
相
顧
含
レ笑
。
妹
子
三
拝
。
言
語

不
レ通
。
書
レ地
而
語
。
各
贈
二法
服
一。
老
僧
書
レ地
日
。
思
禅
師
於
レ彼
何
号
。
妹
子
答
日
。
Ю
中
　
今
有
二聖
徳
太
子
一。
崇
二
尊
仏
道
一。
流
二通
妙

義
一。
自
説
二諸
経
一。
兼
製
二義
硫
一。
承
二其
令
旨
一。
取
二昔
身
所
レ持
複
法
華
経

一
巻
一。
余
無
二異
蔓
一。
老
僧
等
大
歓
。
命
二沙
弥
一取
レ之
。
須
只

取
レ経
。
納
■

漆
医
一而
来
。
語
二妹
子
一日
。
是
経
丼
医
。
思
禅
師
之
所
レ持
也
。
Ю
後

五
の
遺
文
に
つ
い
て
同
文
の
記
事
は
見
え
な
い
が
、

四
天
王
寺
の
仏
像
に
つ
い
て

『
扶
桑
略
記
』
推
古
天
皇
元
年
条
に

「
是
歳
。
四
天
王
寺
。
始

移
二難
波
荒
陵
東
下
一臭
。
縁
起
云
。
Ю
中
　
金
堂

一
宇

二
重
瓦
葺
。
金
銅
救
世
観
音
像

一
躯
。
四
天
王
像
四
鉢
。
金
塗
六
重
宝
塔

一
基
。
金
銅

仏
舎
利
塔
形

一
基
。
納
二
入
舎
利
拾
参
粒
一。
講
堂

一
宇
八
間
瓦
葺
。
夏
堂
四
間
。
金
色
丈
六
阿
弥
陀
仏
像

一
弊
。
冬
堂
四
間
。
観
音

一
躯
。
歩
廊

一
廻
瓦
葺
八
十
間
。
二
重
中
門

一
宇
瓦
葺
五
間
。
始
副
　
食
堂

一
宇
七
間
瓦
葺
二
面
庇
。
文
殊
菩
薩
像
。
砒
頭
慮
比
丘
像
」
と
あ
る
。
（傍
点
引
用
者
）

六
の
遺
文
中

「
上
官
は
手
の
皮
を
は
ぐ
」
の
文
に
つ
い
て

『
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
講
義
第
九
巻
下
　
開
目
砂
』

（昭
和
五
十
三
年
　
ピ
タ
カ
）
の
註

解
に
よ
れ
ば

「
太
子
伝
首
書
四
に

『
推
古
二
十
二
年
、
或
砂
云
当
年
正
月
太
子
御
自
筆
梵
網
経
を
書
写
し
給
ひ
て
外
題
に
御
手
の
皮
を
割
て
押
し
玉

ふ
な
り
。
今
法
隆
寺
の
上
宮
王
院
に
あ
り
』
と
い
ふ
」
と
あ
る
。

七
の
遺
文
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

「
上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
開
記
」

（
『
聖
徳
太
子
伝
』
昭
和
五
十
二
年
　
臨
川
書
店
上
巻
五
七
頁
）
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先
レ是
太
子
巡
レ国
至
二干
山
代
楓
野
村
一、
謂
二群
臣
一日
、
此
地
体
南
弊
北
塞
、
河
注
二其
前
一、
龍
常
守
護
、
後
世
必
有
二帝
王
建
ア
都
。

「
聖
徳
太
子
伝
暦
」

（前
掲

『
聖
徳
太
子
伝
』
上
巻
九
四
頁
）

其
日
臨
二楓
野
大
堰
一而
宿
。
造
二仮
宮
於
蜂
岡
之
下
一。
不
レ
日
而
成
了
。
太
子
御
レ之
。
謂
二待
臣
一日
。
吾
相
二此
地
一。
国
之
秀
也
。
南
開
北
塞
。

陽
レ南
陰
レ北
。
河
径
二其
前
一。
東
流
成
レ順
。
高
獄
之
上
。
龍
為
二窟
宅
一。
常
臨
擁
護
。
東
在
二厳
神
一。
西
仰
二猛
霊
一。　
二
百
歳
後
。
有
・■
聖
皇
一。

再
遷
成
レ都
。
尚
同
書

一
〇
五
頁
に
も
同
類
の
文
が
あ
る
。

敏
達
天
皇
六
年
十
月
条
。

遣
二大
別
王
於
百
済
国
一。
経
論
持
来
。
Ю
中
　
耳
聡
皇
子
奏
日
、
児
情
欲
レ見
二将
来
経
論
一。
天
皇
間
レ之
。
何
由
。
皇
子
葵
日
。
児
昔
在
レ漢
。
住
ニ

衡
山
峰
一。
歴
二数
十
身
一。
修
二行
仏
道
一。
Ю
中
　
天
皇
大
奇
。
問
云
。
汝
年
六
歳
。
猶
在
二朕
前
一。
何
日
在
レ漢
。
何
以
詐
言
。
皇
子
奏
日
。
児
之

前
身
。
意
之
所
レ慮
。
天
皇
拍
レ手
太
異
。
Ю
後

同
十
二
年
条
。

百
済
国
客
日
羅
来
朝
。
身
有
二光
明
一。
状
如
二火
焙
一。
厩
戸
王
子
相
会
清
談
。
日
羅
合
掌
言
。
敬
礼
救
世
観
世
音
。
伝
燈
東
方
粟
散
国
。
日
羅
大
放
ニ

身
光
一。
如
二火
熾
炎
一。
王
子
亦
自
二眉
間
一放
レ光
。
如
二日
暉
枝
一。
須
央
即
止
。
厩
戸
王
子
語
二左
右
一云
。
児
昔
在
レ漢
。
彼
為
二弟
子
一。
Ю
後

敏
達
天
皇
二
年
条
。

二
月
十
五
日
。
平
旦
。
豊
日
皇
子

一
男
耳
聡
王
子
生
始
二
歳
。
合
掌
東
向
。
称
二南
無
仏
一。

宗
祖
と

『
扶
桑
略
記
』
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